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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線が通過可能な材質で構成された直方体の形状を有する直方体部材と、
　前記直方体部材における平行な辺の中心点を結ぶ位置に配置され、放射線を遮蔽する効
果を有する材質で構成され、その厚さ方向において放射線を一部遮蔽するとともに透過さ
せ、互いに直交する３つの平板部材と、
　を備えたことを特徴とする放射線治療装置校正用ファントム。
【請求項２】
　前記直方体部材はアクリルにより構成され、前記平板部材は鉛により構成されることを
特徴とする請求項１に記載の放射線治療装置校正用ファントム。
【請求項３】
　被検体を載置する天板と、
　前記天板を支持する寝台と、
　前記天板の長手方向の軸まわりに回転可能に配置された架台と、
　前記架台に設けられ、放射線を照射する放射線照射手段と、
　前記架台に設けられ、前記放射線の照射方向を軸として回転可能であって前記放射線照
射手段から照射された放射線の照射野を規定するコリメータと、
　前記被検体を透過した放射線に基づいて、画像を生成する画像生成手段と、を有する放
射線治療装置であって、
　放射線を遮蔽する効果を有する材質で構成され、互いに直交する３つの平板部材を有す
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る放射線治療装置校正用ファントムに対し、前記放射線照射手段から放射線を照射した場
合、
　前記画像生成手段は、前記平板部材のうち、前記寝台に載置された前記校正用ファント
ムの略鉛直方向に延びる２つの平板部材によって略十字が示された画像を生成し、
　当該画像を基に、前記コリメータ及び前記架台の各回転軸のうち、少なくとも一つのず
れがあることを検出する画像処理手段、
　を備えたことを特徴とする放射線治療装置。
【請求項４】
　前記寝台を支える支柱を中心に前記寝台を水平方向に回転させる第１寝台回転手段と、
　放射線の放射中心線を中心に前記寝台を水平方向に回転させる第２寝台回転手段と、を
さらに備え、
　前記画像処理手段は、前記略十字が示された画像を基に、前記コリメータ、前記架台、
前記第１寝台回転手段及び前記第２寝台回転手段の各回転軸のうち、少なくとも一つのず
れがあることを検出する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の放射線治療装置。
【請求項５】
　被検体を載置する天板と、
　前記天板を支持する寝台と、
　前記寝台を支える支柱を中心に前記寝台を水平方向に回転させる第１寝台回転手段と、
　放射線の放射中心線を中心に前記寝台を水平方向に回転させる第２寝台回転手段と、
　前記天板の長手方向の軸まわりに回転可能に配置された架台と、
　前記架台に設けられ、放射線を照射する放射線照射手段と、
　前記架台に設けられ、前記放射線照射手段から照射された放射線の照射野を規定するコ
リメータと、
　前記被検体を透過した放射線に基づいて、画像を生成する画像生成手段と、を有する放
射線治療装置であって、
　放射線を遮蔽する効果を有する材質で構成され、互いに直交する３つの平板部材を有す
る放射線治療装置校正用ファントムに対し、前記放射線照射手段から放射線を照射した場
合、
　前記画像生成手段は、前記平板部材のうち、前記寝台に載置された前記校正用ファント
ムの略鉛直方向に延びる２つの平板部材によって略十字が示された画像を生成し、
　当該画像を基に、前記第１寝台回転手段及び前記第２寝台回転手段の各回転軸のうち、
少なくとも一つのずれがあることを検出する画像処理手段、
　を備えたことを特徴とする放射線治療装置。
【請求項６】
　前記画像処理手段は、
　前記画像における前記略十字の周囲のコントラストの変化の閾値を記憶しており、
　コントラストの変化を示す値が前記閾値を超えている場合、前記ずれを検出する
　ことを特徴とする請求項３～５のいずれかに記載の放射線治療装置。
【請求項７】
　前記画像処理手段は、
　前記画像における前記略十字の傾きの閾値を記憶しており、
　前記略十字が示された画像の各辺の傾きを示す値が前記傾きの閾値を超えている場合に
は、前記ずれを検出する
　ことを特徴とする請求項３～５のいずれかに記載の放射線治療装置。
【請求項８】
　前記天板は、前記放射線治療装置校正用ファントムを固定する固定手段を有しているこ
とを特徴とする請求項３～７のいずれかに記載の放射線治療装置。
【請求項９】
　被検体を載置する天板と、前記天板を支持する寝台と、放射線を照射する放射線照射手
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段と、前記放射線の照射方向を軸として回転可能であって前記放射線照射手段から照射さ
れた放射線の照射野を規定するコリメータとを有し、さらに前記天板の長手方向の軸まわ
りに回転可能に配置された架台と、前記被検体を透過した放射線を基に画像を生成する画
像生成手段と、を備えた放射線治療装置の校正方法であって、
　放射線を遮蔽する効果を有する材質で構成され、互いに直交する３つの平板部材を有す
る放射線治療装置校正用ファントムを前記天板に配置するファントム配置段階と、
　前記天板に配置された前記放射線治療装置校正用ファントムへ向けて放射線を照射する
放射線照射段階と、
　前記放射線治療装置校正用ファントムを透過した放射線を基に、該校正用ファントムの
画像を生成する段階と、
　前記校正用ファントムの画像から、前記平板部材のうち略鉛直方向に延びる平板部材部
分に基づく略十字が示された部分を取得する取得段階と、
　前記略十字が示された部分を基に、前記コリメータ、及び前記架台の各回転軸のうち、
少なくとも一つにずれがあることを検出するずれ検出段階と、
　を有することを特徴とする放射線治療装置の校正方法。
【請求項１０】
　被検体を載置する天板と、前記天板を支持する寝台と、前記寝台を支える支柱を中心に
前記寝台を水平方向に回転させる第１寝台回転手段と、放射線の放射中心線を中心に前記
寝台を水平方向に回転させる第２寝台回転手段と、前記天板の長手方向の軸まわりに回転
可能に配置された架台と、前記架台に設けられ、放射線を照射する放射線照射手段と、前
記架台に設けられ、前記放射線の照射方向を軸として回転可能であって前記放射線照射手
段から照射された放射線の照射野を規定するコリメータと、前記被検体を透過した放射線
を基に画像を生成する画像生成手段と、を備えた放射線治療装置の校正方法であって、
　放射線を遮蔽する効果を有する材質で構成され、互いに直交する３つの平板部材を有す
る放射線治療装置校正用ファントムを前記天板に配置するファントム配置段階と、
　前記天板に配置された前記放射線治療装置校正用ファントムへ向けて放射線を照射する
放射線照射段階と、
　前記放射線治療装置校正用ファントムを透過した放射線を基に、該校正用ファントムの
画像を生成する段階と、
　前記校正用ファントムの画像から、前記平板部材のうち略鉛直方向に延びる平板部材部
分に基づく略十字が示された部分を取得する取得段階と、
　前記略十字が示された部分を基に、前記第１寝台回転手段、及び前記第２寝台回転手段
の各回転軸のうち、少なくとも一つにずれがあることを検出するずれ検出段階と、
　を有することを特徴とする放射線治療装置の校正方法。
【請求項１１】
　前記ファントム配置段階の前に、前記コリメータ、及び前記架台の各回転軸がそれぞれ
の基準位置に設定される段階をさらに有することを特徴とする請求項９に記載の放射線治
療装置の校正方法。
【請求項１２】
　前記ファントム配置段階の前に、前記第１寝台回転手段、及び前記第２寝台回転手段の
各回転軸がそれぞれの基準位置に設定される段階をさらに有することを特徴とする請求項
１０に記載の放射線治療装置の校正方法。
【請求項１３】
　前記ファントム配置段階と前記放射線照射段階の間に、前記直方体部材の中心が放射線
の照射中心に一致するように、前記第１寝台回転手段、及び前記第２寝台回転手段の各回
転軸が設定される段階をさらに有することを特徴とする請求項１０に記載の放射線治療装
置の校正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、放射線治療装置が有する複数の稼働軸の位置の校正の支援を行う放射線治療
装置校正用ファントム、放射線治療装置、及び放射線治療装置の校正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放射線（特にＸ線）を癌や腫瘍等の病変部に照射することにより、当該病変部の
組織細胞の破壊や分裂阻止等を行うことで、その治癒を目指す放射線治療が広く行われる
ようになっている。ここで、放射線としては、例えば直線加速器（リニアアクセラレータ
＝ＬＩＮＡＣ）によって加速された電子を、所定のターゲット（タングステン、金、白金
等）に照射することで発生するＸ線、等が広く利用される。この直線加速器とターゲット
で構成される部材が放射線源である。このような放射線治療装置は、放射線を照射する放
射線源や放射線源から照射された放射線を絞る絞り装置を有する医用ライナック（「架台
」ともいう。）を有する。
【０００３】
　ところで、このような放射線治療を実施するにあたっては、上記病変部に対する十分な
治療効果を得るために相応の放射線照射（ないし線量）が必要であるとともに、病変部以
外の他の正常組織に関しては、障害が発生しないように、その許容線量を超えるような放
射線照射は可能な限り行わない、という条件を満足しなければならない。このとき特に、
病変部の近傍に、放射線に対して高感受性を有する組織（例えば、甲状腺や眼球（水晶体
））が存在する場合においては、より高度の注意が必要となる。
【０００４】
　したがって、放射線治療を実際に開始する前には、上記条件を満足するため、病変部の
位置、大きさ、形状、数等を正確に把握し（病変部の特定）、それに基づき放射線を照射
する領域（照射野）、照射角度、照射門数等を決定して、当該病変部に放射線が集中する
よう、かつ、当該病変部周囲の線量分布が適当なものとなるような放射線治療計画を策定
する必要がある。そして、実際の放射線治療は、このように策定された放射線治療計画に
基づいて実施されることになる。
【０００５】
　このとき、放射線治療装置における放射線の照射中心（アイソセンタ）がずれていた場
合、上述した放射線治療計画がいかに正しくても結果的に所望の位置に放射線が当たらず
、正確に病変部に放射線を照射することができない。特に近年は高度な手法を用いた照射
方法（ＩＭＲＴ等）が確立されていることから、放射線治療装置の調整が精密に行われて
いなければならない。ここで、放射線治療装置には複数の回転軸があるため、その回転軸
が所定の位置からずれていた場合、放射線の照射中心がずれてしまう。そのため、放射線
治療装置の各回転軸の位置を調整することで、放射線の照射中心の位置を正確に調整する
必要がある。この調整は毎日治療開始前に位置調整を行うことが推奨される場合もあるが
、点検に時間がかかるため、放射線技師への負担が増加している。
【０００６】
　従来、月に１回もしくは年に１回の割合で、正確な調整を行う方法としていくつか提案
されている。その一つに、コリメータを回転させることでコリメータに表示されている十
字のマークを回転させ、その十字マークの回転による位置ずれによりコリメータの回転軸
の位置ずれを計測する方法。それ以外にも、まず鉛のブロックでコリメータの片側の一部
を遮蔽し放射線ビームを照射し画像を撮像し、その後、医用ライナックを回転させ１８０
度反対の位置から同じように画像を撮像して、その各画像の位置ずれを基に医用ライナッ
クの回転軸の位置ずれを計測する方法がある。しかし、これらの方法は煩雑であり、時間
がかかるため、毎日の簡単な位置ずれの計測には用いることは困難である。
【０００７】
　そこで従来は、毎日の簡単な位置ずれの計測としては、部屋に設置されているアイソセ
ンタを計測するためのレーザ光線を照射し、中心位置がずれていないことを操作者が眼で
確認していた。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－５９８７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、従来のような測定は、前述のように複雑な手法を用いて時間がかかるものが多
い。また、操作者が視認する方法では、操作者の感覚に依存するため許容値を下回る精度
になってしまう場合もある。
【００１０】
　この発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、放射線治療装置の稼働軸の位置
ずれを容易に判断することができる放射線治療装置校正用ファントム、該校正用ファント
ムを使用する放射線治療装置、及び該校正用ファントムを使用した放射線治療装置の校正
方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の放射線治療装置校正用ファントムは、放
射線が通過可能な材質で構成された直方体の形状を有する直方体部材と、前記直方体部材
における平行な辺の中心点を結ぶ位置に配置され、放射線を遮蔽する効果を有する材質で
構成され、その厚さ方向において放射線を一部遮蔽するとともに透過させ、互いに直交す
る３つの平板部材と、を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載の放射線治療装置は、被検体を載置する天板と、前記天板を支持する寝
台と、前記天板の長手方向の軸まわりに回転可能に配置された架台と、前記架台に設けら
れ、放射線を照射する放射線照射手段と、前記架台に設けられ、前記放射線の照射方向を
軸として回転可能であって前記放射線照射手段から照射された放射線の照射野を規定する
コリメータと、前記被検体を透過した放射線に基づいて、画像を生成する画像生成手段と
、を有する放射線治療装置であって、厚さ方向において放射線を遮蔽するとともに透過し
、互いに直交する３つの平板部材を有する放射線治療装置校正用ファントムに対し、前記
放射線照射手段から放射線を照射した場合、前記画像生成手段は、前記平板部材のうち、
前記寝台に載置された前記校正用ファントムの略鉛直方向に延びる２つの平板部材によっ
て略十字が示された画像を生成し、当該画像を基に、前記コリメータ及び前記架台の各回
転軸のうち、少なくとも一つのずれがあることを検出する画像処理手段、を備えたことを
特徴とする。
【００１３】
　請求項９に記載の放射線治療装置の校正方法は、被検体を載置する天板と、前記天板を
支持する寝台と、放射線を照射する放射線照射手段と、前記放射線の照射方向を軸として
回転可能であって前記放射線照射手段から照射された放射線の照射野を規定するコリメー
タとを有し、さらに前記天板の長手方向の軸まわりに回転可能に配置された架台と、前記
被検体を透過した放射線を基に画像を生成する画像生成手段と、を備えた放射線治療装置
の校正方法であって、放射線を遮蔽する効果を有する材質で構成され、互いに直交する３
つの平板部材を有する放射線治療装置校正用ファントムを前記天板に配置するファントム
配置段階と、前記天板に配置された前記放射線治療装置校正用ファントムへ向けて放射線
を照射する放射線照射段階と、前記放射線治療装置校正用ファントムを透過した放射線を
基に、該校正用ファントムの画像を生成する段階と、前記校正用ファントムの画像から、
前記平板部材のうち略鉛直方向に延びる平板部材部分に基づく略十字が示された部分を取
得する取得段階と、前記略十字が示された部分基に、前記コリメータ、及び前記架台の各
回転軸のうち、少なくとも一つにずれがあることを検出するずれ検出段階と、を有するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１４】
　請求項１に記載の放射線治療装置校正用ファントム、請求項３，５に記載の放射線治療
装置、及び請求項９，１０に記載の放射線治療装置の校正方法によると、所定の方向から
該放射線治療装置校正用ファントムの撮像を行うことで放射線治療装置が有する複数の回
転軸のうちのいずれかがずれているということが検出できる構成である。これにより、操
作者は放射線治療装置の回転軸のずれの有無を容易に検出することができ、正確な放射線
治療の実施に寄与することができるとともに、放射線治療装置の校正における操作者の負
荷を軽減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１の実施形態に係る放射線治療装置校正用ファントムの斜視図
【図２】第１の実施形態に係る放射線治療装置校正用ファントムの平面図
【図３】１枚の鉛板部材と、鉛板部材を除いたアクリル部材とを模式的に表した図
【図４】本発明に係る放射線治療装置の機能を表すブロック図
【図５】本発明に係る放射線治療装置の外観の一例を示す斜視図
【図６】（Ａ）十字の画像の辺が傾いている状態の校正用ファントムの画像の一例の図、
（Ｂ）十字の画像の周囲に影が発生している状態の校正用ファントムの画像の一例の図
【図７】第２の実施形態に係る放射線治療装置による回転軸のずれの検出を説明するフロ
ーチャートの図
【図８】天板に放射線治療装置校正用ファントムを固定した状態の一例を表す模式図
【図９】第３の実施形態に係る放射線治療装置による回転軸のずれの検出を説明するフロ
ーチャートの図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
〔第１の実施形態〕
　以下、この発明の第１の実施形態に係る放射線治療装置校正用ファントムについて説明
する。図１は本実施形態に係る放射線治療装置校正用ファントムの斜視図である。図２は
本実施形態に係る放射線治療装置校正用ファントムの平面図である。
【００１７】
　図１に示すように、本実施形態に係る放射線治療装置校正用ファントム１００（以下で
は、省略して単に「校正用ファントム１００」という。）は、全体の形としては立方体の
形状を有している。そして、校正用ファントム１００は、アクリル部材１０１と鉛板部材
１０２とで構成されている。そして、概要としては、校正用ファントム１００は、校正用
ファントム１００の外形を形成する立方体形状のアクリル部材１０１の中に平板形状の鉛
板部材１０２が挿入されて（言い換えれば、アクリル部材１０１の間に鉛板部材１０２を
挟む状態で）構成されている。ここで、本実施形態では校正用ファントム１００を立方体
として形成しているが、直方体（立方体を含む）であればどのような形状でもよい。
【００１８】
　アクリル部材１０１は上述のように立方体の形状を有している。このアクリル部材１０
１が本発明における「直方体部材」にあたる。本実施形態では、アクリル部材１０１は１
辺が３０ｃｍの立方体である。ここで、本実施形態ではアクリル部材１０１の大きさはサ
イズが大きいほうが後述する十字像による回転軸のずれの検出の精度を上げることができ
る。そこで、アクリル部材１０１は２０ｃｍ以上であることが好ましい。ただし、本実施
形態では放射線の照射野が最大で４０ｃｍである放射線治療装置２００の使用を考慮して
いるので、４０ｃｍ以上は必要ない。また、本実施形態で考慮している放射線治療装置２
００における他の条件、例えば放射線検出器までの距離などにより本実施形態では１辺を
３０ｃｍとしている。実際には、この辺の長さは放射線治療装置２００の各条件に基づい
て決定されることが好ましい。ここで、本実施形態ではこの部材の材料としてアクリルを
使用しているが、放射線を透過させる材料であれば他の材料でもよい。また、本実施形態
ではこのアクリル部材１０１を立方体として形成しているが、直方体（立方体を含む）で
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あればどのような形状でもよい。
【００１９】
　鉛板部材１０２は、１組の向かい合う面が正方形で高さが１ｍｍの厚さを有している平
板状の部材である。この鉛板部材１０２の前述の正方形の面の大きさはアクリル部材１０
１の一つの面と同一の大きさである。すなわち、本実施形態では１辺が３０ｃｍの正方形
となる。ここで、本実施形態では鉛板部材１０２の厚さを１ｍｍとしているが、この厚さ
は放射線を完全に遮蔽することなくある程度の放射線が透過可能な厚さであれば他の厚さ
でもよい。一般的にはより薄いほうが好ましいとも言える。しかし、現在の放射線治療装
置２００の分解能では鉛板部材１０２があまり薄いと厚み方向から撮像した場合に鉛板部
材１０２を画像として構成できない。そこで、鉛板部材１０２の厚さは５ｍｍ以下が好ま
しく、１ｍｍ～２ｍｍがより好ましい。ただし、この厚さは放射線治療装置２００の分解
能に基づいて決定することが好ましい。この鉛板部材１０２が本発明における「平板部材
」にあたる。ここで、本実施形態ではこの部材の材料として鉛を使用しているが、放射線
を遮蔽する効果を有する材料であれば他の材料でもよい。ここで、放射線を遮断する効果
とは、板の広い面（ここでは正方形の面）に向けて放射線を照射した場合、ある程度の放
射線を透過させ、広さ方向に向けて放射線を照射した場合、完全に放射線を遮蔽する効果
を有するものを指す。
【００２０】
　図３は１枚の鉛板部材１０２と、鉛板部材１０２を除いたアクリル部材１０１とを模式
的に表した図である。アクリル部材１０１上に記載された一点鎖線１０３は、図３におけ
るアクリル部材１０１の高さ方向の辺の中心を結ぶ線である。実際の校正用ファントム１
００にはこの一点鎖線１０３は存在しない。そして、鉛板部材１０２上に記載されている
点線１０４は、図３における鉛板部材１０２の高さ方向の辺の中心を結ぶ線である。この
点線１０４も実際の校正用ファントム１００には存在しない。そして、校正用ファントム
１００はこの一点鎖線１０３と点線１０４とを一致させてアクリル部材１０１の中に鉛板
部材１０２を挿入した状態として構成される。これが本発明における「立法部材における
平行な各辺の中心点を含む位置に配置」にあたる。ここでは、１枚の鉛板部材１０２を用
いて説明したが、図３におけるアクリル部材１０１の横方向の辺の中央を結ぶ位置及び縦
方向の辺の中央を結ぶ位置にも同様に鉛板部材１０２が配置される。すなわち、アクリル
部材１０１の中には図１に示すように３枚の鉛板部材１０２が挿入された状態として構成
される。実際の製造では３枚の鉛板部材１０２が組み合わさった部材を製造し、そこにア
クリル部材１０１を配置することになる。
【００２１】
　この３枚の鉛板部材１０２はそれぞれ直交する。たとえば、校正用ファントム１００の
上面から見た場合、図２に示すように２枚の鉛板部材１０２は各々直交する十字の形を形
成する。また、図２は十字の部分以外にはアクリル部材１０１が見えているが、そのアク
リル部材１０１の後ろに鉛板部材１０２の正方形の面が配置されている。校正用ファント
ム１００のいずれの面においても、正面から見た場合には図２のような十字の図形が表れ
ている。
【００２２】
　すなわち、校正用ファントム１００のいずれかの面の法線方向から放射線を当てた場合
、図２における十字の部分は鉛板部材１０２の正方形の面の広さそのものが厚みになるた
め、実効的に厚みが厚くなり、すべての放射線が遮蔽される。そして、図２の十字以外の
部分では、放射線はアクリル部材１０１を透過したのち鉛板部材１０２の正方形の面側か
ら鉛板部材１０２に当たる。この場合、鉛板部材１０２は厚みが薄いためすべての放射線
を遮蔽できず、ある程度の放射線が透過することになる。その後その後ろのアクリル部材
１０１を通りぬけて校正用ファントム１００をある程度の放射線が透過していくことにな
る。
【００２３】
　以上で説明したように、本実施形態に係る放射線治療装置校正用ファントムは、１つの
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面の法線方向から放射線が照射された場合十字の部分は放射線を透過させず、他の部分は
ある程度の放射線を透過させる構成である。これにより、１つの面の撮像を行った場合に
は放射線の放射方向が法線からずれていなければ正確な十字の画像が生成可能である。ま
た、放射線の放射方向が法線からずれている場合には十字の画像の周りに鉛板部材の影に
よるにじみが発生する。また、撮像したときに放射線治療装置校正用ファントムの撮像さ
れた面の縦横が撮像における縦横と正確に一致していれば、生成された十字の画像の各辺
は画像の垂直方向及び水平方向と一致しているはずであるが、撮像された面の縦横が撮像
における縦横に対してずれている場合には、各辺が垂直方向及び水平方向から傾いた十字
の画像が生成される。したがって、構成したい放射線治療装置の各回転軸を回転軸にずれ
が発生していなければ本実施形態に係る放射線治療装置校正用ファントムの特定の面の法
線方向から放射線を照射する状態に調整して、該放射線治療装置校正用ファントムを撮像
することでいずれかの回転軸においてずれが発生していることを検出することが可能とな
り、回転軸のずれの検出を容易に行うことが可能となる。また、本実施形態に係る放射線
治療装置校正用ファントムは３枚の鉛板部材を直交するように配置しているため、直方体
（立方体を含む）のどの面においても十字の画像が撮像できる。これにより、本実施形態
に係る放射線治療装置校正用ファントムのどの面を撮像する方向に向けて配置しても、回
転軸のずれを検出することが可能である。
【００２４】
〔第２の実施形態〕
　以下、この発明の第２の実施形態に係る放射線治療装置について説明する。本実施形態
に係る放射線治療装置は第１の実施形態で説明した放射線治療装置校正用ファントムを用
いて自己が有する回転軸のずれを検出する構成を有している。以下の説明において、使用
する放射線治療装置校正用ファントムは第１の実施形態と同一のものとする。図４は、本
発明に係る放射線治療装置の機能を表すブロック図である。図５は本発明に係る放射線治
療装置の外観の一例を示す斜視図である。
【００２５】
　放射線治療装置２００は、寝台２０９、天板２０８、実際に撮像を行うための医用ライ
ナック２２０と、それらを制御する制御部、照合記録部２０１、画像収集部２０６、及び
画像処理部２０７を有する。
【００２６】
　天板２０８は、被検体を載置する板状の部材である。天板２０８は、寝台２０９の上に
３次元的に移動可能に配置されている。
【００２７】
　天板移動部２１３は、後述する照合記録部２０１より治療計画情報に基づく天板２０８
の移動量の入力を受ける。そして、天板移動部２１３は、入力された移動量に基づいて天
板２０８を移動させる。
【００２８】
　寝台２０９は、天板２０８を移動可能に保持している。そして、寝台２０９は、図５に
示す支柱２１４で床から所定の高さに支持されている。また、寝台２０９は支柱２１４を
中心として第１の回転を行えるように支持されている。さらに、寝台２０９は、図５に示
すＺ軸を中心（すなわち、図５に示す床上の点３０１を中心）に第２の回転を行えるよう
に構成されている。ここで、Ｚ軸は後述するように放射線の照射中心であるアイソセンタ
を通過する床に鉛直方向の線である。この放射線の照射中心であるアイソセンタを通過す
る床に鉛直方向の線が本発明における「放射線の放射中心線」にあたる。すなわち放射線
の放射中心線は、放射線源からアイソセンタを通過する床に鉛直方向の線である。
【００２９】
　第１寝台回転部２１０は、寝台２０９の支柱２１４を中心とする第１の回転を行わせる
。この第１寝台回転部２１０が本発明における「第１寝台回転手段」にあたる。第１寝台
回転部２１０は、寝台回転制御部２１２の命令を受けて回転を行う。
【００３０】
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　第２寝台回転部２１１は、寝台２０９をＺ軸と床との交点である点３０１を中心として
第２の回転を行わせる。この第２寝台回転部２１１が本発明における「第２寝台回転手段
」にあたる。第２寝台回転部２１１は、寝台回転制御部２１２の命令を受けて回転を行う
。
【００３１】
　寝台回転制御部２１２は、寝台２０９の支柱２１４の中心が架台２２１から離れた側の
点で図５のＹ軸上に一致している状態で、寝台２０９の長手方向（すなわち天板２０８に
被検体を乗せた場合の体軸方向）と図５のＹ軸が平行になる状態を、第１寝台回転部２１
０の基準位置として記憶しており、その第１寝台回転部２１０の基準位置からの角度で第
１寝台回転部２１０による寝台２０９の第１の回転を制御する。すなわち、寝台回転制御
部２１２は、第１寝台回転部２１０の基準位置における寝台２０９の第１の回転角度を０
度と記憶している。この基準位置を以下では「第１回転基準位置」という。
【００３２】
　また、寝台回転制御部２１２は、寝台２０９の支柱２１４の中心が架台２２１から離れ
た側の点で図５のＹ軸上に一致している状態を第２寝台回転部２１１の基準位置として記
憶しており、その第２寝台回転部２１１の基準位置からの角度で寝台２０９の第２の回転
を制御する。すなわち、寝台回転制御部２１２は、第２寝台回転部２１１の基準位置にお
ける寝台２０９の第２の回転角度を０度と記憶している。この基準位置を以下では「第２
回転基準位置」という。
【００３３】
　医用ライナック２２０は、例えば被検体内に存在する腫瘍などの特定部位に放射線を照
射して治療を行う。この放射線としては、例えばＸ線、γ線、α線、電子線、又は陽子線
などが用いられる。この医用ライナック２２０は、医用ライナック２２０の本体部分であ
る架台２２１、放射線源２２２、コリメータ（絞り装置）２２３、及びＦＰＤ（Ｆｌａｔ
　Ｐａｎｅｌ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ：平面検出器）２２４を有する。一般的には「架台」と
いうと医用ライナック２２０の全体を指すが、ここでは説明の都合上、医用ライナックの
本体部分を「架台２２１」として、放射線源２２２、コリメータ２２３、及びＦＰＤ２２
４を含む全体としての医用ライナック２２０とその本体部分である架台２２１とを区別し
て説明する。
【００３４】
　放射線源２２２は、図示しない電子加速器やターゲット等が内設されている。そして、
放射線源２２２は、電子加速器により加速された電子が、ターゲットに照射されることで
放射線を発生する。この放射線源２２２が本発明における「放射線発生手段」にあたる。
【００３５】
　コリメータ２２３は、放射線源２２２から照射された放射線を絞り、例えば被検体に照
射する放射線の照射野を規定する。コリメータ２２３は複数の開度に可変可能であり、さ
らに、放射線の放射方向を回転軸として回転する。このコリメータの回転軸は図５に示す
Ｚ軸である。このＺ軸は放射線の照射方向が床に向かって正確に鉛直方向になった時の放
射線の照射方向と一致する。
【００３６】
　ＦＰＤ２２４は、半導体からなる複数の受光素子を平面状に配置してなる。ＦＰＤ２２
４は、放射線源２２２から照射され、コリメータ２２３を通過し被検体を透過した放射線
を撮影し、この撮影信号を画像収集部２０６へ出力する。ＦＰＤ２２４は図５に示す状態
ではたたまれて架台２２１に密着した状態であるが、実際の撮影時にはパネルの位置が架
台２２１から離れた位置まで移動し、被検体や校正用ファントム１００が載置されている
天板２０８を挟んで放射線源２２２と対向する位置に配置される。
【００３７】
　架台２２１は、図５に示すように放射線源２２２、コリメータ２２３、及びＦＰＤ２２
４が配置されている。そして、架台２２１は、後述する天板２０８の高さの位置をほぼ中
心に回転可能に支持されている。この架台２２１の回転軸は図５に示すＹ軸である。この
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Ｙ軸は後述する寝台２０９が回転していない状態で被検体を載置した時の被検体の体軸方
向と一致する。ここで、架台２２１はＹ軸を中心に回転するため、放射線源２２２からの
放射線の照射方向もＹ軸を中心に回転する。この様にＹ軸を中心に架台２２１を回転させ
ながら放射線の照射を行った場合に、放射線源２２２からの放射線が常に照射される点が
照射中心（アイソセンタ）といわれ、図５に示す点３００で表わされる点である。このア
イソセンタから床に向かって鉛直に下した線は上述したＺ軸と一致する。また、Ｙ軸とＺ
軸とに直交する方向の軸をＸ軸とする。
【００３８】
　医用ライナック制御部２０２は、後述する照合記録部２０１から入力された治療計画情
報の入力を受ける。医用ライナック制御部２０２は、入力された治療計画情報に基づいて
架台２２１を回転させる。また、医用ライナック制御部２０２は、入力された治療計画情
報に基づいて、放射線の照射量を照射制御部２０３へ、コリメータ２２３の開度および回
転量をコリメータ制御部２０４へ、ＦＰＤ２２４の動作情報をＦＰＤ制御部２０５へそれ
ぞれ出力することで医用ライナック２２０のセットアップを行う。そして、医用ライナッ
ク制御部２０２は、セットアップした状態を照合記録部２０１へ出力する。医用ライナッ
ク制御部２０２は、放射線源２２２からの放射線の照射方向が床に鉛直方向となる場合の
架台２２１の状態を基準位置として記憶しており、この基準位置からの回転角度で架台２
２１の回転を制御する。すなわち、医用ライナック制御部２０２は、基準位置では架台２
２１の回転角度が０度と記憶している。この基準位置を以下では、「架台基準位置」とい
う。
【００３９】
　照射制御部２０３は、医用ライナック制御部２０２から放射線の照射量の入力を受ける
。照射制御部２０３は、入力された照射量で放射線の照射を行う。
【００４０】
　コリメータ制御部２０４は、医用ライナック制御部２０２からコリメータ２２３の開度
および回転量の入力を受ける。コリメータ制御部２０４は、入力された回転量でコリメー
タ２２３を回転させる。さらに、コリメータ制御部２０４は、入力された開度にコリメー
タ２２３の開度を調整する。コリメータ制御部２０４は、コリメータが回転していない状
態での位置を基準位置として記憶しており、そこからの角度でコリメータの回転量を調整
する。すなわち基準位置は回転量が０度となる位置である。この基準位置を以下では「コ
リメータ基準位置」という。
【００４１】
　ＦＰＤ制御部２０５は、医用ライナック制御部２０２からＦＰＤ２２４の動作情報の入
力を受ける。そして、ＦＰＤ制御部２０５は、入力された動作情報に基づいてＦＰＤ２２
４を制御する。
【００４２】
　画像収集部２０６は、ＦＰＤ２２４から入力された撮影信号を基に放射線の照射野を撮
影した画像データを収集する。そして、画像収集部２０６は、画像データを照合記録部２
０１へ出力する。この画像収集部２０６が本発明における「画像生成手段」にあたる。
【００４３】
　照合記録部２０１は、治療計画装置（不図示）から治療計画情報を受け取って記憶する
。そして、照合記録部２０１は治療計画情報を医用ライナック制御部２０２へ出力する。
その後、照合記録部２０１は、医用ライナック制御部２０２からセットアップ状態の入力
を受ける。そして、照合記録部２０１は、治療計画情報とセットアップ状態とを照合する
。そして、照合記録部２０１は、治療計画情報とセットアップ状態の照合結果、実際の放
射線の照射のデータを記憶する。
【００４４】
　画像処理部２０７は、ＣＰＵ及びメモリやハードディスクなどの記憶領域（いずれも不
図示。）を有している。画像処理部２０７は、自己の記憶領域に予め、コントラストの変
化の閾値、及び十字の画像の辺の傾きの閾値を記憶している。ここで、コントラストの閾
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値とは、十字の辺の中心から外に向かっての画像の階調の傾きの閾値を表している。傾き
がきついほど奥行き方向のずれは少なく、傾きが緩やかなほど奥行き方向のずれが大きく
なる。したがって、コントラストの変化の閾値よりも傾きが緩やかな場合に奥行き方向の
ずれが発生していると判断できる。また十字の画像の辺の傾きとは、回転軸にずれがない
状態で架台２２１及びコリメータ２２３を基準位置にした状態からの各辺の傾きである。
そして、回転軸にずれがない状態であれば架台２２１及びコリメータ２２３を基準位置に
した状態では撮像方向の縦横と各十字の辺の縦横とが一致しているので、画像を基に十字
の画像の辺の傾きを計測するには撮像方向の縦横からの傾きを計測すればよい。ここで、
本実施形態ではコントラストの変化の閾値として階調の傾きを使用したが、これは奥行き
方向に鉛板部材１０２がある程度の傾きを有していることを判断できればよく、例えば十
字の画像の辺からの一定以上のコントラストを有する部分の幅を閾値として用いてもよい
。
【００４５】
　画像処理部２０７は、通常モードと校正モードという２つのモードを有している。通常
モードとは、放射線治療や被検体の撮像を行うモードであり、構成モードとは、放射線治
療装置２００の校正を行うモードである。そして、画像処理部２０７は、操作者によるい
ずれかのモード選択の入力を受けて、通常モードの場合には動作を行わず、校正モードの
場合にのみ動作を行う。
【００４６】
　校正モードの場合には、第１の実施形態で説明した放射線治療装置校正用ファントム（
以下「校正用ファントム１００」という。）の撮像がＣＢＣＴ撮影により行われる。ここ
で、ＣＢＣＴ撮影とは、架台２２１を２７０度回転させて撮影を行ない、３Ｄ画像を生成
する撮影である。このとき、操作者は、天板２０８の適当な位置に校正用ファントム１０
０を配置し、その後、寝台２０９及び天板２０８の位置を調整し、校正用ファントム１０
０の中心がアイソセンタに位置し、且つ校正用ファントム１００の２枚の鉛板部材１０２
が交わった部分の辺が図５のＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に一致するように移動させる。ここで、本
実施形態に係る放射線治療装置２００が設置されている部屋には、壁からＸ軸、Ｙ軸、Ｚ
軸と一致する３本のレーザ光線が照射される構造を有している。操作者は、このレーザ光
線に一致するように校正用ファントム１００の位置を調整することで、上述した調整を行
うことができる。つまり、寝台２０９の回転軸にずれがないとして校正を行うことになる
。そして、校正用ファントム１００の撮像を行う。
【００４７】
　画像処理部２０７は、照合記録部２０１より校正用ファントム１００を撮像した３Ｄ画
像の画像データの入力を受ける。画像処理部２０７は、入力された画像データを基に校正
用ファントム１００を架台基準位置方向から撮像した画像を取得する。さらに、画像処理
部２０７は、架台２２１を架台基準位置から９０度回転させた方向から校正用ファントム
１００を撮像した画像を取得する。この２つの画像は架台２２１及びコリメータ２２３の
回転軸にずれがなければ撮像方向の縦と横に正確に各辺が一致する十字の画像になる。た
だし、架台２２１とコリメータ２２３の少なくとも１つの回転軸にずれが生じている場合
には、十字の辺が撮像方向の縦横から傾く、もしくは十字の辺の周りに影によるにじみが
生じる。そこで、画像処理部２０７は、撮像方向の縦横の軸からの十字の辺の傾きを計測
し、自己が記憶している十字の画像の辺の傾きの閾値と比較する。そして、撮像した十字
の画像の辺の傾きが閾値を超えて傾いている場合には、画像処理部２０７は、架台２２１
もしくはコリメータ２２３の回転軸もしくは両方の回転軸にずれが発生していることを検
出する。この場合の画像としては図６（Ａ）に示すような十字の画像になる。ここで、図
６（Ａ）は十字の画像の辺が傾いている状態の校正用ファントム１００の画像の一例の図
である。図６（Ａ）に示すように回転軸にずれがある場合には鉛板部材１０２に基づく十
字の画像が傾いた画像となる。また、画像処理部２０７は、撮像した十字の辺から離れる
につれてのコントラストの変化を計測する。そして、画像処理部２０７は、撮像した十字
の辺の周囲のコントラストの変化と、自己が記憶しているコントラストの変化の閾値とを
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比較する。撮像した十字の辺の周囲のコントラストの変化がコントラストの変化の閾値を
超えている場合には、画像処理部２０７は、架台２２１もしくはコリメータ２２３の回転
軸の両方もしくはいずれか一方にずれが発生していることを検出する。この場合の画像と
しては図６（Ｂ）に示すような十字の画像になる。ここで図６（Ｂ）は十字の画像の周囲
に影が発生している状態の校正用ファントム１００の画像の一例の図である。図６（Ｂ）
に示すように鉛板部材１０２に基づく十字の画像の各辺の周辺に影部分１０５が発生する
。この影部分１０５の幅が長くなるとコントラストの傾きが緩くなり、より奥行き方向に
傾いていることが検出できる。
【００４８】
　画像処理部２０７は、回転軸のずれの発生を検出した場合、その結果を照合記録部２０
１へ通知する。この画像処理部２０７が本発明における「画像処理手段」にあたる。
【００４９】
　次に、図６を参照して、本実施形態に係る放射線治療装置２００による回転軸のずれの
検出の動作を説明する。ここで、図７は本実施形態に係る放射線治療装置２００による架
台２２１及びコリメータ２２３の回転軸のずれの検出を説明するフローチャートの図であ
る。
【００５０】
　ステップＳ００１：操作者は、天板２０８の上に校正用ファントム１００を載置する。
【００５１】
　ステップＳ００２：操作者は、天板２０８及び寝台２０９を移動し、校正用ファントム
１００の３枚の鉛板部材１０２の交点をアイソセンタに合わせるとともに、２枚の鉛板部
材１０２が交わった部分の辺をそれぞれＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に合わせる。
【００５２】
　ステップＳ００３：校正用ファントム１００を対象にＣＢＣＴ撮影を行う。
【００５３】
　ステップＳ００４：画像処理部２０７は、照合記録部２０１から受けた３Ｄ画像の画像
データを基に、架台基準位置から校正用ファントム１００を撮像した画像と、架台基準位
置から９０度架台２２１を回転させた状態で校正用ファントム１００を撮像した画像とを
取得する。
【００５４】
　ステップＳ００５：取得した画像における、十字の辺の傾き及び十字の辺の周囲のコン
トラストの変化と、記憶している十字の辺の傾きの閾値及びコントラストの変化の閾値を
比較する。
【００５５】
　ステップＳ００６：取得した画像における十字の辺の傾きが閾値を超えている場合には
ステップＳ００７に進む。取得した画像における十字の辺の傾きが閾値を超えていない場
合にはステップＳ００８に進む。
【００５６】
　ステップＳ００７：画像処理部２０７は、十字の辺の傾き方向への放射線治療装置２０
０の回転軸のずれを検出し、照合記録部２０１へ通知する。
【００５７】
　ステップＳ００８：取得した画像における十字の辺の周囲のコントラストの変化が閾値
を超えている場合にはステップＳ００９に進む。取得した画像における十字の辺の周囲の
コントラストの変化が閾値を超えていない場合には回転軸のずれの検出を終了する。
【００５８】
　ステップＳ００９：画像処理部２０７は、十字の画像の奥行き方向への放射線治療装置
２００の回転軸のずれを検出し、照合記録部２０１へ通知する。
【００５９】
　以上で説明したように、本実施形態に係る放射線治療装置は、第１の実施形態に係る放
射線治療装置校正用ファントムの撮像を行うことで自己が有する回転軸のずれの発生を検
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出する構成である。これにより、容易に回転軸のずれの発生を検出することが可能となる
。これにより、毎日簡単なチェックを行うことができ、放射線治療装置の回転軸の校正を
行うことができ、放射線治療の精度を向上させることに寄与することができる。
【００６０】
〔第３の実施形態〕
　以下、この発明の第３の実施形態に係る放射線治療装置について説明する。本実施形態
に係る放射線治療装置は第２の実施形態に係る放射線治療装置において天板部分に放射線
治療装置校正用ファントムの固定部を有することが異なるものである。すなわち、本実施
形態では放射線治療装置校正用ファントムを配置する場所が決まっているため、架台及び
コリメータの回転軸のずれのみを検出する第２の実施形態とは異なり、架台、コリメータ
、第１寝台回転部、及び第２寝台回転部の回転軸のずれを検出することができる構成であ
る。
【００６１】
　以下の説明において、使用する放射線治療装置校正用ファントムは第１の実施形態と同
一のものとする。本実施形態に係る放射線治療装置のブロック図も図４に示すブロック図
と同様である。また、本実施形態に係る放射線治療装置の外観も図５で表わされるものと
同様である。以下の説明で第２の実施形態の放射線治療装置と同一の符号を有する機能部
は、特に説明のない限り同一の機能を有するものとする。
【００６２】
　本実施形態に係る天板２０８には図８に示すような放射線治療装置校正用ファントム（
以下では、「校正用ファントム１００」という。）を固定する固定部４００を有している
。この固定部４００が本発明における「固定手段」にあたる。図８は天板２０８に放射線
治療装置校正用ファントムを固定した状態の一例を表す模式図である。ここでは、校正用
ファントム１００に４隅に孔を板状の固定部４００を取りつけ、この固定部４００の孔を
通して天板２０８にねじ止めすることで固定する構成である。ただし、この固定部４００
は校正用ファントム１００が天板２０８の所定の位置に配置できれば他の構成でもよい。
例えば、校正用ファントム１００の位置決め用のマーカが天板２０８に記載されているだ
けでもよい。この固定部４００は校正用ファントム１００を定位置にセットするための部
材であり、この定位置とはその位置に校正用ファントム１００が置かれた場合に、寝台２
０９を第１回転基準位置及び第２回転基準位置にセットしたときに、第１回転基準位置及
び第２回転基準位置にずれがなければ校正用ファントム１００の３つの鉛板部材１０２の
交点がアイソセンタと一致するとともに、２枚の鉛板部材１０２が交わる部分の各辺がＸ
軸、Ｙ軸、Ｚ軸とにそれぞれ一致する位置である。
【００６３】
　操作者は、天板２０８の固定部４００に校正用ファントム１００を設置するとともに、
コリメータ２２３をコリメータ基準位置にセットし、寝台２０９を第１回転基準位置及び
第２回転基準位置にセットする。
【００６４】
　本実施形態でも放射線治療装置２００が設置された部屋の壁からはＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸と
一致するレーザ光線が照射されている。そのため、この時点で操作者は寝台２０９の回転
軸のずれを大まかに確認することができる。その後、放射線治療装置２００により機械的
により正確な回転軸のずれの検出を行うことになる。すなわち、寝台２０９の回転軸が大
きくずれている場合には、寝台２０９を第１回転基準位置及び第２回転基準位置にセット
した時点で、レーザ光線がアイソセンタ及び各軸とずれていることが目視で確認できるた
めこの時点で寝台２０９の大きなずれを発見することができる。その場合には操作者はい
ったん撮影を行わず校正モードを中止し寝台２０９の各回転軸の調整を行った上で、再度
校正モードを実施することが好ましい。
【００６５】
　次に、操作者は校正用ファントム１００を対象にＣＢＣＴ撮影を行う。
【００６６】
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　画像処理部２０７は、第２の実施形態と同様に十字の画像を基に、十字の辺の傾き方向
のずれ及び十字の画像の奥行き方向のずれを検出することで、架台２２１、コリメータ２
２３、第１寝台回転部２１０、及び第２寝台回転部２１１のそれぞれの回転軸のいずれか
もしくは複数にずれが発生していることを検出し、照合記録部２０１へ通知する。ここで
、本実施形態でも第２実施形態における閾値と同じ閾値を画像処理部２０７は使用するこ
とができる。つまり、架台２２１、コリメータ２２３、第１寝台回転部２１０、及び第２
寝台回転部２１１のそれぞれの回転軸のいずれかにずれがあれば十字の画像の各辺の傾き
が発生したり十字の画像の各辺の周囲のコントラストの変化が発生したりするので、第２
実施形態と同じ閾値を使用して上記各部の回転軸のずれを検出することができる。
【００６７】
　次に、図９を参照して、本実施形態に係る放射線治療装置２００による回転軸のずれの
検出の動作を説明する。ここで、図９は本実施形態に係る放射線治療装置２００による回
転軸のずれの検出を説明するフローチャートの図である。
【００６８】
　ステップＳ１０１：操作者は、第１寝台回転部２１０を第１基準位置に合わせ、第２寝
台回転部２１１を第２基準位置に合わせることで、寝台２０９の各回転軸を基準位置に合
わせる。
【００６９】
　ステップＳ１０２：操作者は、天板２０８の固定部４００に校正用ファントム１００を
設置する。
【００７０】
　ステップＳ１０３：操作者は、部屋の壁から照射されているＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸と一致す
る３本のレーザ光線が、校正用ファントム１００の２枚の鉛板部材１０２の交わる部分の
３つの辺と一致し、３枚の鉛板部材１０２の交わる点を通過しているかを目視確認する。
【００７１】
　ステップＳ１０４： 操作者は、レーザ光線と校正用ファントム１００との間に位置ず
れが確認できるか否かを判断する。位置ずれが確認できる場合には、ステップＳ１０５へ
進む。位置ずれが確認できない場合には、ステップＳ１０６へ進む。
【００７２】
　ステップＳ１０５：操作者は、第１寝台回転部２１０及び第２寝台回転部２１１の調整
を行い、寝台２０９の各回転軸の調整を行う。
【００７３】
　ステップＳ１０６：校正用ファントム１００を対象にＣＢＣＴ撮影を行う。
【００７４】
　ステップＳ１０７：画像処理部２０７は、照合記録部２０１から受けた３Ｄ画像の画像
データを基に、架台基準位置から校正用ファントム１００を撮像した画像と、架台基準位
置から９０度架台２２１を回転させた状態で校正用ファントム１００を撮像した画像とを
取得する。
【００７５】
　ステップＳ１０８：取得した画像における、十字の辺の傾き及び十字の辺の周囲のコン
トラストの変化と、記憶している十字の辺の傾きの閾値及びコントラストの変化の閾値を
比較する。
【００７６】
　ステップＳ１０９：取得した画像における十字の辺の傾きが閾値を超えている場合には
ステップＳ１１０に進む。取得した画像における十字の辺の傾きが閾値を超えていない場
合にはステップＳ１１１に進む。
【００７７】
　ステップＳ１１０：画像処理部２０７は、十字の辺の傾き方向への放射線治療装置２０
０の回転軸のずれを検出し、照合記録部２０１へ通知する。
【００７８】
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　ステップＳ１１１：取得した画像における十字の辺の周囲のコントラストの変化が閾値
を超えている場合にはステップＳ１１２に進む。取得した画像における十字の辺の周囲の
コントラストの変化が閾値を超えていない場合には回転軸のずれの検出を終了する。
【００７９】
　ステップＳ１１２：画像処理部２０７は、十字の画像の奥行き方向への放射線治療装置
２００の回転軸のずれを検出し、照合記録部２０１へ通知する。
【００８０】
　以上で説明したように、本実施形態に係る放射線治療装置は、第１の実施形態に係る放
射線治療装置校正用ファントムの撮像を行うことで架台、コリメータ、第１寝台回転部、
及び第２寝台回転部のいずれかもしくは複数のずれの発生を検出する構成である。これに
より、より多くの回転軸のずれを検出することができる。これにより、より正確に放射線
治療装置の回転軸の校正を行うことができ、放射線治療の精度を向上させることに寄与す
ることができる。
【符号の説明】
【００８１】
１００　放射線治療装置校正用ファントム
１０１　アクリル部材
１０２　鉛板部材
２００　放射線治療装置
２０１　照合記録部
２０２　医用ライナック制御部
２０３　照射制御部
２０４　コリメータ制御部
２０５　ＦＰＤ制御部
２０６　画像収集部
２０７　画像処理部
２０８　天板
２０９　寝台
２１０　第１寝台回転部
２１１　第２寝台回転部
２１２　寝台回転制御部
２１３　天板移動部
２２０　医用ライナック
２２１　架台
２２２　放射線源
２２３　コリメータ
２２４　ＦＰＤ
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